
交
正
鴎
胸
骨
古
川
聞
三
十
一

H
筋
三
福
留
司
個
物

a可
《
.
固
『
間
一
周
・
得
》

曾苧均等親孝太閤帝都京

春三十二韻主事回宝虎

禁

載

幅

干す電車量日一月十司三五十王巳プ 写

論

削

指

取

っ
中
庸
」
に
見
は
れ
た
る
経
済
思
想
教
授
清
博
l

経
済
議
舎
一
巳
咋
捕
逸
経
済
委
員
合
政
投
法
m
v
l

不
介
作
者
課
税
論
・
・
ー
・
-
-
-
一
教
授
草
州
主

流
油
過
程
に
於
り
る
酒
税
の
嶋
競
助
教
授
法
限
士

時

論

輸
出
信
用
保
険
に
つ
い
て

E

-

-

-

数
時
一
器
削
巾
博
士

諸

演

現
今
に
於
り
る
潟
替
相
場
の
艶
動
蹴
出
正
内
内
刈

担

肌

常

招

我
幽
財
政
の
挫
逃
・
・
-
-
-
敬
脱
線
叩
同
市
上

琉
球
の
鹿
長
役
以
前
・
・
・
・
・
教
授
誌
博
l

齢

相

錦

雌

資
本
利
子
税
の
客
聞
に
就
て

-
-
d
d
A
U
M川
崎

徴
兵
制
度
反
封
宣

4

一一一口に就

τ
・
山
政
授
法
棋
士

資
際
賃
銀
ご
比
(
測
定
回
一
，
.
瑞
附
削
減
主

池
山

A
下

創
L
K

労
伐
扶
同
州
品
川
中
改
正
・
註
一
M
仙
台
虫
組
曲
品
川
・
市
出
物
似
川
副
幹
此
且
受
托

M
i以
柴
刷
規
則
・
本
成
掛
川
刷
拠

附
加
川
川

日F踊1I1森田

見 戸 口 島
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N~ t佐治治

小
島
日
日
太
郎

* 津

弧

吉

本

庄

柴

治

郎

山
本
美
越
乃
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け

不

紳

戸

正

雄

在

者

5果

税

論

緒
言
(
本
論
回
目
的
)

集

長生

)

)

)

)

)

)

 

不
存
者
雌
枕
山
班
山
{
川
越
山
桔
陥
出
入
砧
に
於
け
る
不
向
#
課
枯
の
瑚
山

A
公
平
諜
砥

t
v能
力
原
則
上
ろ
利
益
原
則
上
日
助
政
牧

(

(

(

{

(

 

)

)

 

入
上

C
枇
骨
内
端
比
止
成
政
策

t
D鴻
時
技
術
仁
)

(

(

 

)

)

)

)

 

第
二
段
不
在
者
識
穐
山
反
封
詑
と
耳
目
臥
瞳
(
一
公
平
諜
枕
上

A
J凶
力
原
則
上
、
共
措
ろ
其
反
駁
H
利
盆
原
則
上
い
其
祉
ろ
川
崎
巨
駁
二
生
市
政
策
上

(

(

(

(

(

(

 

)

)

)

)

)

)

(

)

)

 

A
北
品

H
H
U
H
殴
三
品
政
収
人
上
A
比
此

B
H
庄
町
刊
課
軸
技
柿
上
A
民
税
目
共
巨
蹴
)

(

(

(

(

(

(

(

(

 
)

)

)

)

)

 

第
ニ
此
不
正
品
調
枕
山
方
法
(
一
地
位
に
於
げ
る
占
出
二
人
柁
北
も
山
に
於
け
る
右
訟
A
所
仰
枯
に
於
け
る
・
一
刀
法

U
所
布
地
内
み
課
枕
方
法
る
所

(

(

(

 

)

)

)

 

在
地
住
所
地
分
制
中
制
度
謀
松
方
法
は
住
所
地
の
み
課
松
方
法
に
住
所
地
所
在
地
謡
複
線
枯
方
法
日
戸
蚊
割
に
於
W
る
h
法
)

(

(

(

 

柑
諭
(
全
文
の
弾
旨
)

緒

言

近
頃
、
農
村
枇
曾
問
題
が
我
邦
り
重
大
な
る
問
題
ピ
き
る
、
ご
共
に
、
不
在
地
主
に
聾
す
る
問
題
が
世
の
注
意

合
引
〈
・
』
ご
に
な
っ
た
。
併
し
不
在
者
凶
問
題
は
鵬
測
り
不
在
地
主
ば
か
り
で
は
な
(
、
買
は
不
在
家
主
不
在
管
業

者
に
も
#
す
る
o

そ
し
て
此

μ
逗
代
り
所
お
切
り
自
由
、
修
業

ω
自
由
・
交
通
及
住
居
川
白
白
ピ
共
に
避
〈
べ
か
ら

面市

議

不
在
者
認
拍
諭

第
二
十
三
告

(
品
問
視

p~ 

Ji. 

五
点
じ



論

叢

不
在
者
謀
結
論

第
二
寸
三
巷

(
第
凶
腕

四
，、

五
六
八

古
る
一
の
勢
で
あ
る
正
は
い
へ
、
此
ゆ
如
き
も
の
、
多
〈
な
る
こ

Z
の
匁
め
仁
間
々
厄
介
な
る
問
題
を
生
中
品
。

背
誌
に
於

τか
之
を
救
ふ
矯
め
に
不
在
者
課
税

ω方
法
が
選
む
べ
き
で
な
い
か
ピ
い
ふ
こ
ご
が
一
の
問
題
さ
な
る
。

此
は
其
自
身
興
味
ゐ
昌
一
の
問
題
で
ゐ
る
ば
か
り
で
な
〈
、
特
に
之
に
つ
き
で
表
面
上
は
封
等
で
あ
ら
略
ぽ
同
一

な
る
人
枕
の
や
う
に
見
へ
る
所

ω所
得
枕
附
加
枕
ご
戸
数
割
ご
が
、
之
に
つ
き
致
川
市

ω大
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
ど
を
見
出
す
仁
於
て
興
味

ω
一
府
総
き
も
の
な
る
こ
ご
を
見
る
o

此
附
係
を
明
か
に
す
る
こ
ピ
は
地
方
財
政
上

特
に
重
大
な
こ
正
で
ゐ
ゐ
か
ら
、
私
は
下
仁
之
を
論
じ
て
見
や
う
ど
思
ふ
。

第

段

不
在
者
課
税
の
理
由

ト
問
題
の
税
積
1
1不
在
者
課
税
は
主
ピ

L
て
人
税
た
る
所
得
批
戸
数
割
に
つ
き
て
問
閤
ピ
な
る
(
註
一
)
0

勿
論
、

其
は
所
有
管
業
投
資
住
所
交
通
等

ω自
由
ご
共
に
、
人
の
住
所
ご
物

ω
所
在
正
の
異
る
場
合
を
生
A
V
る
，
』
正
の
多

つ
ま
h
枇
曾
の
進
歩
す
る
に
件
ふ

τ
盆
々
多
〈
此
問
題
を
生
?
る
の
で
ゐ
る
(
詰
ニ

)O4f!τ

〈
な
る
に
随
ひ
て
、

共
は
閥
際
問
に
も
起
る
こ
ご
い
ふ
を
待
た
ぬ
が
、
凶
際
問
よ
h
は
よ
り
多
〈
地
方
聞
に
起
る
o

地
方
ご
地
方
正
の

聞
の
方
が
よ
b
多
〈
他
所
に
物
を
持
つ
こ
ご
に
な
る
か
ら
で
あ
る
(
詰
一
ニ
)
O

そ
L
て
其
場
合
に
も
牧
盆
税
は
物
に
就

き
て
課
税
し
持
主
の
何
鴎
に
住
う
か
を
問
は
凶
税
だ
か
ら
幸
四
)
、

嘗
然
.

不
在
者
に
も
課
せ

ιる
、
-
』
正
、
な

hv
、
不
在
者
課
税
な
ど
初
め
か
ら
問
題
に
は
な
ら
な
い
1

。
特
別
所
得
税
も
物
税
ご
し
て
恐
ら

f
牧
盆
税
同
様
ピ
な



ら
う
し
(
駐
車
)
、
財
産
税
に

τも
少
〈
ピ
も
不
動
産
に
閲
す
る
限
b
は
物
の
所
在
で
常
然
融
せ
ら
れ
や
う
し
(
詰
六
)
、

有
形
動
産
亦
然
h
で
あ
ら
う
(
註
ヒ
)
O

其
蕗
で
問
題
は
純
然
た
る
人
税
た
る
所
得
税
戸
数
割
に
つ
き

τ起
る
の
で
あ

る。
(
陸
-
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
不
事
者
課
税
由
川
越
は
所
符
抽
出
遊
生
と
共
に
、
特
に
緊
聞
置
と
な
っ
た
と
い
ふ
て
居
心
。

(
桂
三

セ
り
グ
マ
ン
は
、
多
(
山
町
控
詮

ω
後
れ
た
州
に
て
は
、
州
内

ω
所
持
由
大
事
般
は
州
白
性
民
山
儲
〈
る

M
Y
印
ち
平
和
唱
は
山
少
い
。
蛇
る

内
通

に
魁
宵
(
琵
達
し
た
る
)
「
は
事
情
大
に
興
る
と
い
λ
て
出
る
。

(
註
=
一
)

ロ
ツ
シ
ア
ー
は
、
租
借
凶
坑
内
に
土
地
管
業
持
他
。
所
得
泌
を
有
っ
て
、
外
白
匝
域
に
佐
川
崎
す
る
机
枕
議
務
者
。
争
は
れ
た
る
川
越
(
不

在
者
問
題
)
は
地
方
に
と
り
て
は
闘
に
と
り
て
よ
り
も
見
世
に
一
服
且
附
置
な
も
白
だ
と
い
ふ
て
居
る
。

判
之
、
地
利
日
成
人
川
和
由
諭
負
拾
す
る
が
弘
仲
は
引
持
主
的
人
的
地
位
を
考
雌
せ
ず
し
て
謀
す
る
。

特
別
問
符
枕
は
拍
祉
と
岡
純
白
も
mw
ど
あ
る
。

(
話
回
)

註
五

(
註
穴
)

ジ
Z

Y

セ
ン
は
、
不
動
出
は
作
所
荘
地
心
砥
恒
に
て
課
す
べ
き
も
の
だ
と
し
、
セ
リ
グ
マ
シ
も
、
不
動
庄
は
所
白
骨
者
の
刊
喝
を
川
は
す
、

コ6
 

其
所
主
地
に
で
課
す
べ
告
乙
と
の
結
論
に
註
す
る
こ
と
比
較
的
存
品
だ
と
い
ふ
。

(
肱
七
)
ス
タ
ン
プ
は
、
右
脳
財
躍
は
則
前
地
に
て
課
せ

ιる
&
伺
し
、
ジ
γ
一
シ
セ
シ
も
、
有
肘
動
産
は
一
般
に
所
在
地
に
誠
枕
山
場
虚
を
布
っ
と

せ
ら
る
と
怨
し
、
七
り
グ
マ
ン
も
有
川
庄
に
闘
す
乙
臥
り
川
姐
は
削
巾
で
、
此
が
所
在
地
に
で
諜
枕
せ
ら
る
込
。
一
九
一
一
年
内
問
民
制
税

協
合
白
委
白
骨
も

川
内
川
市
川
附
則
注

ιω
み
謀
す
べ
き
も
の
と
し
た
。
そ
れ
か
ら
米
岡
大
瀧
院

ω
判
例
正
て
は
、

"
白

も
、
州
舛
に
恒
久
的
に
在
る
有
附
則
虚
に
つ
き
謀
し
能
は

r
kせ
ら
れ

τ腐
る
と
い
ふ
て
居
る
。

明
白
非
主
に
は
、

何
れ

ω州

二
人
税
に
於
け
る
不
在
者
課
税
の
理
由
|
|
蕗
で
人
枕
に
Z
不
在
者
謀
枕
が
問
題
仁
な
る
古
い
ふ
の
は
、
此
に

τ

は
原
則
上
は
、
物
に
拘
ら
守
人
に
よ
b
郎
ち
人
の
住
所
に
就
い
て
訴
す
る
か
ら

E
あ
る
。
然
る
に
之
を
不
一
鋭
校
正

叢

論

不
白
羽
有
謀
松
前

第
ニ
十
三
笹

(
M
F
四
扱

四
七
)

五
六
九
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議

不
在
者
間
耐
砥
論

論

第
ニ
十
三
告

(
第
四
脱

同
λ
)

五
七
心

す
る
正
、
人
々
が
成
る
べ
〈
人
税
の
低
い
地
方
を
明
暗
ん
で
住
居
す
る
4
正
、
も
な
h
(
誌
凡
)
、
該
に
碕
々
な
る
不
都

合
を
も
生
す
る
械
を
作
る
。
で
此
不
在
者
に
劃
し
て
も
物

ω所
在
に
於
て
人
税
を
課
す
る
の
が
必
要
で
あ
h
警
官

で
ゐ
る
ご
い
ふ
こ

Z
に
な
る
。
そ
し
て
茶
の
之
を
課
す
べ
き
理
由
は
左
の
如
〈
で
あ
る
G

(註
A
)

ヲ
グ
ナ
ー
は
、
特
に
人
的
住
盛
を
容
易
に
捗

L
侍
る
所
の
隣
接
地
方
回
世
が
あ
っ
て
、
其
の
日
虚
選
揮
に
つ
き
間
越
と
な
る
や
う
な
地
方

車両陣l
者 値
、治f

貸 低秀、，、
止 所
、 得

tl;軸
J血 IH
j三力11

な草地
r を
11: iC型
地 L
方 て
手 世 府
負 る
抱 と
を告
考 に
I瞳は
し
亡或
共 地
位 方
虚 幽
を 値
越 に
持 て
L 高
f号い

る Jt
h咋を
て 蹴
あ五県
りす

る
:Jt:こ
は と
俸 が
業 国
内 蹴
組 だ
高司 と
Vζu、
よ λ、
り .C

てm-
は り
替 、

業 雇
者 ら
に に、
も
卦辛1

議
出
白
出
揮
に
つ
き
(
幽
っ
て
住
血
心
選
定
に
つ
き
)
影
響
し
得
る
と
い
ふ
て
府
る
。
ロ
ア
ツ
も
、
先

ω大
工
業
所
在
地
方
刷
舗
の
で
つ
に
事
校
加
官

接
救
貧
司
自
負
抱
が
特
別
相
さ
な
い
で
、
大
台
祖
枕
力
を
示
し
た
地
位
の
内
き
利
捕
荷
山
性
山
地
と

L
て
迦
ま
れ
た
る
地
b
M
M
他
が
生
じ
た
と
い
ふ

で
居
る
。

A
R河
町
中
課
税
上
の
理
由

ん
い
能
力
版
則
上
|
|
一
冗
来
、
不
在
者
に
属
す
る
士
山
家
屋
終
業
よ
り
生
了
。
所
得
は
物
的
元
来
よ
ム
リ

ω
所
得

Z
L
て
、
人
的
一
冗
索
よ
h
的
所
得
よ
り
も
一
府
能
力

ω大
な
h
正
し
て
重
謀
古
る
ぺ
き
も
山
で
め
る
寄
与
。
却
も

之
に
封
し
て
は
別
に
存
在
す
る
股
盆
枕
又
は
物
税
り
み
で
な
(
、
倫
其
上
仁
も
人
税
を
も
謀

L
て
初
め
て
其
に
相

嘗

ω課
税
正
な
る
の
で
め
る
。
然
る
に
者
も
此
に
物
税
り
み
が
謀
せ
ら
れ
て
人
税
を
課
し
な
い
ご
い
ふ
こ
ご
に
な

る
ご
、
物
的
所
得
で
あ
り
な
が

ι人
的
所
得

rEも
髄
い
負
猪
を
す
る
ご
い
ふ

ω不
公
一
中
正
な
る
。
共
人
稔
の
重

き
場
合
の
如
き
に
は
、
人
的
所
得
者
で
あ
っ
て
人
枕
の
み
を
認
せ
ら
る
、
者
の
方
が
、
不
在
者
た
る
物
的
所
得
者

1ensen. Publi~ fi!1λncc. p. 170. Seli伝川九ll.S~udies. p. 18~ 
St Imp. .The fun.dament.d princ!ples _of .taxation. p. '129' .Jcl1scn，]_ C:. p 
J70. ..Seligman， Essays ill taxaLion. 8 ed. p. 12J・J23-Seligman， Studies. 
D. I!b 
¥Vagner， Die finanzielle I¥Iitbeteiligung der Gemeinden etc. S. 62-~3. Lotz， 8) 



ょ・
9
も
重
量
負
婚
を
箱
す
の
不
都
合
を
生
中
る
。
叉
脅
し
〈
物
的
所
得
者
で
あ
b
乍
ら
在
住
者
が
物
裁
の
上
に
も

人
税
を
負
ひ
麗
ら
に
消
費
税
ま
で
も
負
ふ
の
に
比
し
て
は
、
不
在
者
の
車
な
る
物
税
の
負
傍
で
は
、
あ
ま
b
に
不

釣
合
に
韓
い
負
携
ご
い
ふ
ニ
ご
に
な
る
o
斯
く
し
て
不
在
者
が
不
賞
に
騒
い
負
携
を
す
る
ピ
い
ふ
こ
ピ
は
、
や
が

て
他
の
者
三
然
ら
さ
れ
ば
本
来
負
ふ
べ
き
よ
h
も
よ
h
多

f
を
負
は
す
ζ

吉
、
な
る
の
で
も
ゐ
っ
て
(
註
一
O
)
、

此
鮎
か
ら
い
ふ
て
も
不
日
公
平
で
あ
る
。
勿
論
、
此
不
在
者
が
共
地
方
図
憾
に

τは
不
嘗
に
軽
〈
負
は
古
れ
て
も
、

彼
の
住
所
地
方
凶
健
に
て
人
税
を
相
嘗
に
負
ふ
こ
ご
に
よ

b
τ
埋
合
の
つ
〈
こ
己
も
ゐ
h
，
、
共
駒
は
之
を
考
慮
し

な
〈
て
は
な
ら
ぬ
が
、
併
L
其
地
方
幽
趨
仁
て
会
〈
之
を
等
閑
に
附
す
る
こ
ご
も
あ
る
o
特
に
此
場
合
に
は
不
在

者
に
も
特
別
の
人
税
を
謀
す
る
こ
己
は
能
力
原
則
上
は
常
然
の
こ
正
、
し
な
り
れ
ば
な
ら
な
い
。

位
九

ピ
り
ン
λ

キ
I
位
、
地
方

ι於
で
一
般
的
川
枇
由
井
に
、
特
段
な
る
不
動
産
課
軸
の
原
則
上
自
理
由
は
、
地
方
に
於
け
る
不
動
庭
所
有
。

9
 

特
に
大
な
給
付
能
力
と
い
ふ
乙
と
に
存
す
主
い
ふ
。

(註

-
O
)

ア
ツ
カ

l
マ
ン
は
、
租
枯
は
一
地
方
内
に
で
事
げ
ら
る
品
企
告
牧
誌
に
分
配
せ
ら
る
ぺ
{
、
之
よ
り
止

f
る
所
ね
の
一
部
を
克
ず
る
こ

〉n
 

E
C

は
、
他
白
所
得
の
相
討
に
j
リ
向
き
れ
抱
に
ヰ
か
な
{
で
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
α

は
い
利
盆
原
則
上
|
|
私
が
腰
々
い
ふ
が
如
〈
、
地
方
税
に
は
能
力
原
則
の
上
に
、
利
盆
原
則
の
加
味
さ
い
よ

こ
ど
も
許
古
る
ぺ

L
E
L
τ
、
土
地
家
屋
鍔
業
は
其
所
在
地
方
よ
b
し
て
特
別
の
利
盆
を
受
〈
る
も
の
ご
し
て
、

他
の
分
子
よ

h
も
特
別
に
重
量
負
携
を
錯
す
べ
き
の
趣
旨
か
ら
し
て
、
比
等
の
も
の
、
牧
盆
叉
は
所
得
に
、
人
税

論

議

不
在
者
謀
酷
諭

第
二
十
三
告

(
静
岡
披

四
:九

E 
t 

Fw. S. 498， 
BiJinski， D ie Gemeindebesteuerung. S. 258. 

Ackermann， Thuringer Gemeindesteuern. S. 34 
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論

司監

不
在
荷
臨
枕
諭

第
二
十
三
巻

(
品
川
親

E
O
)
 
豆
七

を
課
す
る
上
仁
も
物
税
を
も
謀
し
て
居
る
の
で
め
る
。
然
る
に
不
夜
者
に
其
の
土
地
家
尾
崎
官
業
的
牧
盆
に
つ
き
物

杭
の
み
諒
し
て
人
税
を
政
せ
ぬ
ご
な
る
さ
、
会
館
上
、
彼
等
の
負
館
が
斡
き
に
過
ぎ
、
在
住
の
土
地
家
路
傍
業
の

持
主
よ
り
も
一
府
腕
〈
、
否
な
特
別
利
盆
を
受
げ

f
る
資
本
所
有
者
勤
妙
所
得
者
よ
り
も
耐
担
当
』
負
抱
t
さ
へ
も
な

っ
て
ブ
夫
の
利
盆
瓜
則
加
味
重
践
の
趣
旨
に
過
は
ぬ
こ
言
、
な
る
。
能
力
原
則

ωみ
か
ら
レ
ヘ
ば
此
等
の
不
在
者

が
北
(
位
路
地
方
図
他
に
て
負
ふ
も
の
を
も
合
計
し
た
る
会
闘
の
負
抑
制
μ

ら
し
て
も
、
能
力
に
相
官
ご
脊
ご
を
諭
す

る
こ

Z
が
山
来
る
が
、
利
盆
原
則
か
ら
い
ふ

t
き
に
は
、
物
憾
の
所
在
川
間
関
ピ

ω聞
係
上
、
相
常
の
負
撚
た
る
こ

ピ
を
要
す
る
こ
吉
、
な
h
、
随
ふ
て
不
在
者
に
謝
し
て
物
税
を
課
す
る
の
み
で
は
此
に
相
賞
な
る
重
吉
の
負
捻
が

制
附
さ
れ
て
居
ら
泊
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
ら

g
p
v』
得
泊
。
此
利
盆
原
則
か
ら
レ
へ
ば
前
の
純
能
力
原
則
か
ら
い
ふ
よ

'P
も
以
上
に
、
強
〈
人
税
を
も
不
在
者
に
却
す
ぺ
上
ご
い
ふ
こ
ぜ
に
な
る
。

川
財
政
枚
入
上
の
理
由

l
l地
方
に
於

τ牧
入
が
豊
か
で
あ
れ
ば
問
題
は
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
特
に
北
(
れ
じ

闘
枕
の
場
合
の
如
〈
消
投
税
己
い
ふ
や
う
な
牧
入
の
豊
か
な
も
の
で
も
あ
れ
ば
良
い
が
、
併
し
質
際
に
は
何
蕗
に

も
多
〈
の
地
方
に
て
耽
入
型
炉
で
な
〈
、
抽
制
投
枕
も
乏

L
〈
、
北
(
他
の
税
に
附
加
税
が
多
〈
て
此
に
は
制
限
蔀
・
も

つ
い
て
居
h
、
之
が
引
上
が
容
易
で
な
〈
、
此
場
合
に
於
て
、

不
在
者
に
物
税
の
み
謀

L
て
人
税
を
訣
せ
両
ご
な

る
正
、
地
主
家
主
大
笹
業
主
が
人
税
の
比
峡
的
制
担
当

L

他
の
地
方
副
館
に
住
所
を
構
へ
る
こ
・
己
、
な
っ
て
(
訂
二
)
・

印
ち
大
健
官
め
る
租
枕
に
閲
す
る
飽
カ
の
大
な
人
々
は
他
所
へ
往
っ
て
し
ま
っ

τ、
跡
に
残
る
は
貧
乏
人
た
る
努



働
者
や
小
商
人
や
手
工
者
や
小
作
人
、
借
家
人
な
い
と
の
み
正
な
る
。
共
結
川
市
共
地
方
ご
し
て
は
愈
々
以
て
人
税
。

税
率
が
割
合
に
重
〈
而
か
も
牧
人
甚
に
少
〈
し
て
困
ま
る
こ
ご
、
な
ら
な
〈
て
は
な
ら
品
定
一
二
)
O

之
を
救
ふ
潟

め
に
財
政
状
入
上
、
不
花
者

ω特
別
の
謀
枕
が
遊
〈
べ
か
ら
す
ご
い
ふ
一
』
己
に
も
な
る
。

(
駐
-
-
)

山
削
州
出
入
審
問
。

(
佐
古
ご

一
八
八
六
年
内
バ

i
デ
ン
法
ド
て
、
地

U
所
持
枯
に
住
庇
主
訟
を
採
っ
た
伐
め
に
、
特
に
小
い
地
虫
附
闘
が
附
ま
る
と
ξ
λ

た
っ
た
u

I
ハ
は
此
俗
的
、
野
来
M
A
H
民
地
の
所
在
以
外
山
地
方
に
刊
所
在
定
め
た
大
企
業
者
世
生
じ
た
の
に
問
る
と
い
」
ζ

と
て
あ
る
ω

C
一
肌
合
政
策
R
A
生
産
政
策
上
の
現
山
|
|
不
在
者
蹴
枇

ω訟
ら
(
最
も
大
な
理
由
は
此
で
あ
る
o

之
に
つ
い
て

は
或
は
い
重
金
主
義
的
の
考
も
働
き
得
る

L
(山
一
三
)
、
戒
は
一
般
の
不
在
者
に
謝
す
る
反
戚
ピ
い
ふ
唱
、
ご
も
働
き

得
る
o

け
れ

Y
一
も
共
勾
は
重
き
を
成
す
普
へ
き
も
の
で
は
な
い
ご
し
て
暫
ら
〈
扮
き
、
一
川
今
日
吾
々
が
冷
前
仁
公
平

に
考
へ
て
も
此
見
地
か
ら
食
品
耐
に
不
在
者
課
税
に
結
論
!
一
得
る
の
は
、
此
土
地
家
引
用
峰
山
業
に
つ
い
て
不
夜
者
的
多

〈
生
中
正
い
ふ
こ
正
が
机
々
な
る
産
業
上
及
刷
合
上
の
肺
野
ん
告
を
生
す
る
か
ら
、

之
を
避
〈
る
柏
崎
め
に
之
を
課
税
す

ぺ

L
t
い
ふ
-
=
」
で
ゐ
る
。
先
づ
以

τ不
夜
者
的
増
加
は
其
地
方
の
副
食
倒
係
を
不
良
ピ
[
不
和
ご
す
る
。
葉
山

方
の
土
地
家
居
替
業

ω
持
正
一
か
不
在
で
ゐ

h
、
之
が
管
理
を
管
理
人
任
か
せ
、

ご
す
る
ご
き
に
、
所
有
主
ピ
伯
手

買
手
Z
の
聞
は
会
〈
人
的
に
不
識
の
関
係
ど
な

-f随
ふ
て
拍
主
も
自
ら
岡
崎
心
を
快
き
、
借
手
及
町
民
手
は
兎
角
、

誤
解
金
潟
し
易
〈
、
斯
(
て
協
調
が
行
は
れ
難
〈
、
反
抗
、
抗
守
、
闘
守
を
重
ね
る
よ
さ
、
な
b
τ
、
刑
曾
の
卒

論

叢

不
在
者
課
世
諭

第
二
十
三
巷

{
第
匹
説

五

) 

五
七
三

O. J、'layer，Dee c1irekten Gemeindesteuern in den grCissercn b，dischen 
Stadtel1. S. 21 

Seligman， Es目 ys.p. 94 
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(
第
四
掛

五

E
七
四

1長

不
存
者
説
枕
論

第
ニ
十
=
一
巻

五品

和
を
奈
す
こ
正
、
も
な
h
，
得
る
。
そ
れ
か
ら
不
在
者
の
多
(
な
る
結
川
市
ご
し
て
、
官
者
た
る
所
有
主
階
級
が
地
方

を
去
っ
て
、
貧
乏
人
の
み
多
く
雄
る
正
き
い
、
彼
等
の
租
税
が
制
令
に
重
〈
な
hJP
、
貨
は
前
者

ω本
来
負
ふ
べ
き

も
の
を
も
櫓
ふ
の

r
E
い
ム
ニ
ご
が
自
覚
さ
る
、
主
き
に
在
住
者
の
枇
命
的
不
平
合
生

ιて
居
る
こ
芭
も
亦
一
の

副
品
目
的
弊
吉
正
し
て
考
慮
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
か
ら
鰹
臨
胴
上
か
ら
い
ふ
て
も
、
不
在
者
の
場
合
に
は
其

持
十
土
が
兎
品
川
、

茶
も
つ
物
の
所
在
地
の
後
述
及
改
良
に
つ
き
、

在
住
者
に
比
し
て

一
層
冷
淡
ピ
い
ム
傾
が
ゐ
つ

て
、
或
は
突
き
込
ん
で
い
へ
ば
此
地
方
か
ら
し
て
取
う
て
往
〈
こ
ど
に
の
み
カ
を
周
ゐ
、
此
地
方
に
奥
ふ
る
ニ
ご

を
せ
同
ご
い
1

ふ
傾
が
ゐ
h
、
随
ふ
て
共
地
方
の
改
良
後
述
Z
レ
ふ
こ
古
か
ら
レ
へ
ば
不
在
者

ω存
在
は
質
に
好
ま

し
か
ら
，
Z
る
も
の

t
L
な
り
れ
ば
な
ら

ρ
。
此
等
の
勅
か
ら

L
τ
不
在
者
じ
は
之
が
抑
制
の
意
味
で
、
特
別
に
重

い
課
税
、
其
は
前
記
の
租
税
公
正
の
要
求
す
る
よ
h
も
よ
り
重
い
課
税
さ
へ
も
必
要
ご
さ
れ
る
ご
い
ふ
こ
=
に
な

る
(
誌
一
問
)
。

バ
イ
エ
ル
ン
に
て
、
古
〈
}
五
二
六
年
に
、
世
俗
的
に
岡
井
に
間
行
〈
所
仰
に
三
十
一
一
一
三
分
一
見
を
誠
し
た
と
き
に
、
此
が
一
郎
、
貨
幣

〉

の
同
外
柿
山
J
m
-
般
に
不
刷
だ
と
い
ふ
前
向
主
義
的
考
か
ら
説
明
さ
れ
た
所
で
あ
る
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、

(
註
-
回
)
リ
グ
ナ
ー
は
、
不
利
者
自
不
在
と
い
ふ
ζ

と
副
本
岡
に
と
り
て
制
械
的
批
宵
的
内
損
害
て
あ
る
。
此
人
々
を
兜
枕
す
る
特
段
な
る
考
は

之
が
妨
め
に
札
油
川
で
な
い
。
僻
令
此
に
M
片
岡
枕

ω
か
と
@
低
め
に
前
布
部
枕
一
と
な
っ
て
も
、
さ
う
だ
O

む
L
ろ
加
之
、
此
市
h

何
回
焔
め
の
故

{位

-
E
)

に
、
特
別
な
る
本
岡
枯
さ
、
も
且
両
日
に
問
題
と
な
り
得
と
幼
L
、
ロ
ツ
シ
ア
ー
も
、
外
闘
に
和
也
し
て
内
問
か
ら
所
作
を
事
「
る
不
在
者
は
此

、
、
、
、
b

、
、
、
、
、
、

岡

ω
川
捺
粧
を
暗
ん
y
」負

ι
f、
E

目

ν
披
倖
が
一
般
に
織
に
市
和
と
す
べ
き
も
の
で
な
い
と
い
ふ
に
於
て
、
料
品
サ
に
壮
盆
枕
は
釦
摘
の
己
主
、
財

Roscher， a. 8. 0目J.S・347.13) 



産
枇
、
所
得
枕
を
も
宥
誕
す
る
に
は
及
は
ず
と
幼
す
。
タ
ラ
イ
ン
ウ
ヰ
ヒ
タ
ー
は
、
ル

I
J
一
一
ア
の
地
租
に
う
い
て
、
此
が
財
政
上
白
目
的
で
な

〉a
 

t
し
て
、
岡
民
組
済
上
山
目
的
を
有
つ
。
即
ち
不
在
主
義
に
反
却
す
る
も
山
古
と
い
Y

P

針。

D
課
税
技
術
上
|
|
夫
の
不
在
者
課
税
4
い
ふ
こ
正
、
誌
に
物
税
の
み
で
な
〈
人
殺
を
も
説
す
る
ご
い
ふ
こ
正

が
、
技
術
上
不
可
能
な
れ
ば
、
致
方
も
な
い
け
れ
ど
も
、
此
が
土
地
家
尾
管
業
に
閉
す
る
限
h
、
施
め
て
界
H

劫
な

も

ωで
ゐ
る
ゆ
に
か
ら
[
て
、
品
川
夏

ιに
之
を
越
む
べ

L
Z
す
る
の
で
あ
る
。

第
二
段

不
在
者
課
税
の
反
封
説
ご
其
駁
撃

上
設
に
依
れ
ば
不
在
者
に
は
特
に
人
税
を
諜
し
な
〈
で
は
な
ら
ぬ
ご
い
ふ
こ
ぜ
に
な
っ
た
が
、
之
に
つ
き
反
封

読
が
ゐ
る
か
ら
、
之
を
車
中
げ
て
之
を
駁
撃
し
、
以
て
前
訟
を
一
一
府
強
め
る
こ
己
、
す
る
。

)
 

一
一
公
平
課
税
上

A
能
力
原
則
上
|
|
い
阪
に
物
の
所
在
地
方
か
ら
見

τは
不
在
者
ご
せ
ら
る
、
者
の
住
所
地
方
嗣
髄
に
於
て

(

(

 

は
、
其
人
の
住
所
地
た
る
こ
ど
に
基
レ
て
、
共
人
的
会
主
能
力
を
押
さ
へ
て
人
税
を
課
す
る
の
外
な
い
の
に
、
他

方
此
正
並
ん
で
此
外
に
、
所
在
地
に
て
も
今
一
度
、
此
不
在
者
に
人
税
を
課
す
る
ご
い
ふ
の
は
、

つ
ま
b
重
複
疎

税
正
午
る
諜
で
あ

h
a一
五
)
、
彼
の
飽
カ
に
不
相
賞
、
過
重
な
る
負
耀
ご
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。

rhrら
し
て
不
在

者
の
人
税
賦
課
は
せ
凶
が
良
い
ご
い
ふ
の
反
割
論
が
あ
る
。
ろ
併
L
其
不
在
者
の
住
所
地
方
に
て
必
す
し
も
其
会

第
二
十
=
巷

(
第
四
融
制

買
=
一
)

E
t五

司書

議

不
省
北
伺
説
殺
論

346. Klein. S. 。a 2 Aufl. 11. S. 408. Roscller， a 

s. 148 
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(
峠
静
岡
蹴

第
ニ
十
三
容

宜
四
)

不
在
者
課
税
論

五
七
六

，!社

叢

き
能
力
に
つ
き
人
税
を
献
す
る
E
は
限
ら
す
、
叉
之
を
課
す
る
に
も
及
ば
す
、
其
も
つ
物
の
生
す
る
所
得
に
闘
す

る
限
h
所
在
地
を
し
て
謀
せ
し
む
る
こ
ご
、
し

τ自
ら
は
其
課
税
を
差
控
え
る
ご
吉
も
あ
る
の
で
、
此
場
合
に
不

在
者
の
人
税
謀
殺
は
少
し
も
重
複
課
税
ご
な
ら
な
い
し
、
叉
不
在
者
の
住
所
地
方
に
て
共
人

ω全
能
力
を
課
税

し

物
の
所
在
地
に
亡
も
北
(
物
に
つ
き
て
人
枕
り
一
部
を
課
古
る
こ

ε
に
よ
ち
て
所
荷
重
複
謀
殺
ど
は
な
っ
て

も
、
恰
か
も
之
を
至
賞
ど
す
る
の
他
の
槻
察
鮎

ω正
常
な
る
に
け
に
て
は
、
重
複
課
税
ご
い
ふ
非
難
も
忍
ば
な
け

れ
ば
な
ら
両
ご
い
ふ
こ

t
が
ゐ
る
。

(
註
-
五
)

ジ
且
ン
セ
ン
は
、
問
内
内
海
か
ら
所
得
を
引

C
凡
べ
て
白
人
を
識
し
、
目
つ
岡
内
心
凡
べ
て
白
人
を
所
得
山
拠
。
何
凪
た
る
を
阿
は
ず

識
す
る
と
き
に
、
削
る
非
雌
ナ
ペ
奇
拍
銅
山
兎
被
諏
枇
を
結
果
す
と
幼
し
、
セ
リ

d

グ
マ
シ
は
、
所
仰
位
由
設
生
と
引
に
(
牧
桔
砧
な
ど
に
は
な
か

っ
た
所
白
)
電
権
謀
枕
白
川
脳
に
直
而
す
と
い
ふ
。

町
利
盆
原
則
上

1
lけ
利
盛
岡
胤
則
加
味
か
ら
出
俊
し
て
、
夫

ω不
在
者
は
成
財
産
を
共
所
在
地
方
内
に
有
つ
ご

し

τも
、
共
人
身
は
確
か
に
住
所
地
方
内
に
有
っ
。
共
住
所
地
方
阻
憾
に
て
人
身
、
住
居
に
う
い
て
の
色
々
の
世

誌
を
受
り
、
之
よ
h
し
て
利
盆
を
受
け
て
居
る
。
だ
が
ら
ι山
知
か
ら
し
て
住
居
地
方
回
健
に
謝
L
て
人
税
を
抑
ふ

べ
き
で
あ

h
、
物
の
所
在
地
方
に
之
を
銚
ふ
に
は
及
ば
向
。
所
仕
地
方
に
劃
し
て
は
物
枕
の
み
を
郷
へ
ば
利
往
に

報
ゆ
る
の
義
務
は
川
端
た
き
れ
た
一
』

εに
な

h
・
北
(
上
、
人
税
を
も
之
円
榔
ふ
に
は
及
ば
ぬ
ピ
い
ふ
の
で
あ
る
荘
一

六
)
0

叫
併
し
所
調
・
地
方
税
に
於
り
る
利
盆
原
則
加
味
に
於
て
は
、
認
に
い
ふ
や
う
な
人
身
の
受
〈
る
保
護
古
い

J

，、
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ム
方
師
の
利
盆
を
鬼

τ居
る
の
で
は
な
〈
、
間
半
に
物
計
特
に
所
在
地
方
圏
趨
よ
b
特
に
あ
っ
き
利
盆
を
受
(
ぞ
』

zee見
て
居
る
の
で
あ
り
、
之
が
ら
い
ふ
正
、
所
在
地
方
は
共
に
於
り
る
間
半
な
る
住
民
よ
b
も
、
共
に
於
け
る

物
、
特
に
土
地
家
屋
管
業
の
持
主
に
重
い
負
措
を
柏
崎
吉
し
む
ぺ
し
ご
い
ふ
ニ
ぜ
に
な

b
、
此
鮎
に
於
て
、
不
存
者

に
物
税

ωみ
を
脱
税
し
て
は
彼
が
過
賞
に
粗
い
負
携
正
な
h
、
利
盆
原
則
加
味
の
重
訓
岡
正
い
ふ
こ
ご
が
之
仁
て
行

は
れ
ぬ
ご
い
ム
の
で
ゐ
る
。
だ
か
ら

L
て
論
者
の
設
は
首
ら
な
い
。

ロ

グ

シ

γ'は
、
人
的
山
市
川
町
北
砂
に
基
(
地
ぃ
勾
穐
ほ
、
不

ι告
に
は
諜

F
bれ
な
い
。
併
は
柑
等
旧
物
的
所
有
に
よ
り
又
は
之
が
潟

6
 

品
に
引
起
さ
れ
た
る
山
山
由
は
、
彼
等
也
亦
た
在
住
者
主
同
伐
に
摘
は
な
〈
て
は
な
ら
ぬ
と
い
ふ
て
肘
る
。

(
位
ヱ
ハ
)

斗
生
産
政
策
上
|
|
的
不
在
者
の
存
在
己
い
ム
ニ

Z
比
一
面
か
ら
い
ふ
正
、
・
外
部
よ

b
の
投
資
の
盛
ん
な
る
こ
己

を
意
此
し
、
北
(
は
之
な
り
れ
ば
其
地
方
が
盆
々
衰
微
す
る
外
な
い
の
に
、
此
外
部
よ
h
し
て
の
投
資
に
よ
り
て
共

地
方
に
事
業
が
旭
b
、
共
地
方

ω
土
地
の
改
良
が
行
は
れ
る
こ
ピ
に
も
な
る
。
不
在
者
課
税
は
郎
も
之
を
阻
止
す

る
の
不
良
盟
主
も
な
る
ご
い
ム
二
百
が
ゐ
る
。
同
如
何
に
も
此
紡
は
戒
皮
ま
で
認
め
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し

同
じ
く
不
在
者
で
も
従
来
其
剛
健
の
住
居
者
で
ゐ
っ
た
の
が
英
国
慢
を
鬼
来
て
る
ニ
ご
、
な
h
、
共
柏
崎
め
不
在
者

さ
な
る
も
の
に
歪
つ
て
は
確
か
に
共
地
方
ψ
一
生
産
政
策
上
、
好
ま
し
か
ら
ぬ
も
の
で
ゐ
る
。
精
密
に
い
へ
ば
初
め

よ
b
外
川
岬
か
ら
し
て
此
地
方
に
投
資
し
来
っ
た
も
の
言
、
在
来
の
地
方
住
居
を
止
め
て
共
よ
'
り
も
外
部
に
移
住
し

立
(
絡
め
外
部
か
ら
投
資
司
る
こ
己
、
な
っ
た
も
の
さ
の
多
寡
に
よ
り
て
態
度
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
い
の
打

(
品
四
挽

五
五
)

五
七
七

議

不
定
者
課
税
論

第
ニ
十
三
谷

5帝
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論

諜

不
有
者
説
積
論

第
二
十
三
容

(
第
凶
斑

宜

ー，、

E
t
λ
 

が
、
今
日
可
な
り
多
〈
の
地
方
に
於

τ、
在
住
者
が
不
在
者
に
移
ー
の
往
〈
こ
ピ
の
困
難
を
戚
宇
る
こ
E
が
切
で
あ

b 、

少
〈
ピ
も
此
現
象

ω著
し
〈
現

μ
品
、
限
b
に
於
て
は
不
在
者
課
税
は
生
産
政
策
上
良
い
ぜ
し
て
可
で
あ

る
。
叉
此
鮪
に
つ
い
1

て
は
前
記
の
生
産
政
策
上
の
不
在
者
の
利
盆
を
も
考
慮
L
な
り
れ
ば
な
ら
ぬ
ご
し
て
も
、
別

に
一
作
す
る
批
曾
政
策
上
よ
ち
し
て
の
共
弊
山
中
闘
は
優
に
之
に
打
克
っ
て
伶
が
あ
h
、
全
館
上
、
不
存
者
課
税
を
認
め

し
な
る
で
ゐ
ら
う
。

三
財
政
枚
入
上
ー
l
l叫
此
不
在
者
課
税
を
篤
す
地
方
凶
慨
に
手
り
で
は
有
利
な
る
こ
古
い
ふ
を
待
記
泊
り
れ

Y」

も
、
反
射
に
其
人
ゆ
住
所
地
方
副
館
は
之
が
銭
的
共
人
税
課
税
セ
何
税
か
不
利
己
せ
ら
れ
る
ο

B
如
何
に
も
此
貼

は
其
通
h
で
め
る
が
、
併
し
不
在
者
を
有
つ
地
方
削
槌

ω立
場
正
し
て
は
E
之
あ
る
が
放
に
之
に
特
別
課
枕
が
出

来
す
己
な
っ

τは
、
財
政
枚
入
上
大
に
困
ま
る
二
吉
、
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
泊
。
特
に
位
居
聞
憾
で
は
仮
令
、
其

人
税
に
於
工
多
少

ω
不
利
を
受
げ
t
h
u
、
共
に
消
投
枇
が
め
れ
ば
常
然
之
を
牧
め
得
ら
る
、
し
、
北
(
位
居
者
の
住

底
に
仲
ひ

τは
北
(
地
方
の
家
貨
が
高
め
ら
れ
、
地
代
、
地
債
の
附
腕
A
H
£
も
な
り
、
サ
(
地
方
に

τ彼
等
が
物
を
購
買

す
る
に
け
で
は
共
地
方
鵬
首
業

ω繁
栄
を
も
助
け
、
斯
〈

L
て
間
接
に
、
共
地
方
の
土
地
家
岸
晶
官
業
に
閲
す
る
直
接

諸
松
山
増
牧
を
も
耐
ら
す
ピ
い
ふ
こ
Z
が
め

h
、
住
居
者
の
人
税
に
於
り
る
不
利
の
如
き
は
他
的
関
係
か

ι優
に

補
ひ
得
る
正
-V
ふ
の
可
能
性
も
あ
る
。

酌
課
税
技
術
上

l
l叫
不
在
者
の
人
税
を
其
佐
世
拠
地
方
闘
館
に
て
の
み
訓
附
す
る
こ

ε
、
な
れ
ば
、
累
進
、
人
的
事



情
考
慮
、
・
負
債
控
除
な
い
と
龍
カ
に
臆
宇
る
に
必
要
な
る
符
々
の
施
設
が
行
へ
る
の
だ
が
、
物
の
所
在
地
に
で
も
不

諭

叢

不
在
者
謀
枕
諭

第
二
十
三
巷

(
第
四
税

五
七
)

五
七
丸

在
者
に
人
税
を
認
す
る
の
結
川
市
古
し
て
、
人
殺
を
住
所
地
方
同
館
正
所
在
地
方
闘
館
正
で
分
別
し
て
献
す
る
こ
己

、
な
れ
ば
、
右
の
能
力
に
肱
守
る
に
つ
い
て
の
色
ケ
の
施
設
が
不
完
全
ど
な
ら
ざ
る
を
得
品
。
此
れ
亦
不
在
者
課

税
の
一
反
掛
論
た
ち
得
る
。
附
け
れ
ど
も
之
に
人
税
を
課
す
る
に
つ
き
、
住
所
地
、
所
在
地
に
て
・
各
業
一
部
つ

、
に
つ
き
て
誌
に
相
官
な
る
人
殺
を
課
す
る
こ
古
、
せ
守
し
て
、
例
之
、
岡
枕
た
る
人
税
に
よ
h
，
て
或
人

ω
全
所

得
B

と
し
た
る
も
の
に
抽
出
し
て
謀
せ
ら
る
〈
き
会
話
附
加
枕
を
・
佳
世
陣
地
ご
所
伝
地
ご
に
て
一
定
率
に
て
按
分
し
て

謀
枇

L
、
随
ふ

τ累
進
税
卒
の
如
き
も
・
分
割
さ
れ
た
る
小
額
の
所
得
に
相
肱

L
た
も
の
で
は
な
〈
て
・
会
所
得

に
相
臆
し
た
る
も
の
を
池
用
し
、
人
的
事
情
考
慮
や
負
債
控
除
も
蛍
然
に
行
ふ
こ
ご
、
す
る
こ
ご
が
出
来
、
然
る

ご
き
は
技
術
上

ω上
記
の
非
難
は
賞
ら
ぎ
る
こ
正
、
な
る
。
夫
れ
か
ら
位
世
陣
地
方
図
鯉
に
て
会
所
得
に
つ
い
て
説

枕
L
共
上
に
も
所
在
地
方
岡
鰻
に
て
不
在
者
に
追
加
的
に
特
別
課
税
を
柏
崎
す
ご
い
ふ
方
法
を
採
る
場
合
に
も
亦
前

記

ω非
難
は
庇
も
に
は
蛍
ら
泊
所
で
あ
る
o

第
三
段

不
在
者
課
税
の
方
法

不
在
者
説
税
の
方
法
は
主
ご
し
て
は
人
税
に
つ
い
て
起
る
の
だ
が
、
併
し
叉
寅
際
に
は
物
税
に
て
も
起
つ

τ居

る
G 

トーー



論

議

不
在
者
認
稀
諭

策
二
十
三
巻

「
錦
回
現

E
λ
)
 

五
λ
0

寸
物
税
に
於

2方
法
|
自
ら
従
来
の
例
で
は
地
視
に
つ
き
不
存
地
主
に
在
住
地
主
よ
ち
も
重
き
雪
課
す
る

Z
い
ふ
方
法
の
行
は
れ
た
こ
ご
が
あ
る
冨
一
七
)
。
併
し
比
方
法
は
軍
に
地
租
の
み
で
な
(
、

戎
皮
ま
で
家
尾
税
、

管
業
枕
に
も
及
ぼ
し
て
差
支
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
此
方
法
は
地
方
枕
ご
し
て
物
税
の
み
を
持
ち
て
人
税
を
快

t
場
合
に
は

不
在
者
特
別
課
枕
正
し

τは
避
く
べ
か
ら
・
3
る
も
の
で
あ
る
が
、

き
る
場
合
は
質
際
少
い
。
そ
れ

炉
ら
物
枕
人
枕
必
ぴ
行
は
れ
而
か
も
人
枕
に
て
所
在
地
方
が
不
在
者
に
課
税
し
得
る
の
伶
地
を
興
へ
柁
ご
し
て

も
、
北
(
人
税
に
て
特
別
に
重
言
一
負
携
を
不
在
者
に
諌

L
得
な
い
ご
い
ふ
場
合
に
、

術
ほ
不
在
者
に
特
に
不
利
な
る

地
位
を
典
ふ
る
必
要
あ

b
ご
せ
ら
る
、
古
き
に
も
・
此
物
税
仁
於
り
る
重
説
税
が
此
目
的
に
通
う
。
併
も
此
れ
で

は
人
的
累
進
謀
枕
は
行
へ
な
い
。
此
粘
か
ら
し

τ人
税
に
於
げ
る
方
法
を
遣
な
こ
ご
に
な
る
。

(
註
-
七
)
時
へ
て
園
枕
由
例
で
は
あ
る
が
、
川
古
〈
は
一
七
八
ヒ
午
、

Z
7二
世
計
、
塊
周
由
勤
務
に
服
せ
ず
又
は
塊
固
に
年
内
半
分
、
生
活

し
な
い
ヂ
う
な
外
圃
人
道
国
土
地
田
所
有
者
に
、
二
倍
山
間
を
課
す
企
し
た
υ

川
ル
メ
=
ア
に
て
は
、
現
に
農
村
地
租
は
、
所
有
者
自
ら
耕
作

す
る
と
き
は
五
戸
、
所
有
者
が
内
地
に
在
住
し
小
作
に
附
す
る
と
き
位
、
大
匹
、
所
有
者
が
其
聞
に
生
活
せ
f
る
是
き
は
(
但
し
冊
究
の
目
的
に

て
又
は
公
川
に
て
件
闘
に
生
活
す
る
も

2
除
〈
)
十
二
百
一
を
さ
3
0

川
濠
洲
町
奴
刊
の
地
朝
刊
て
は
、
部
一
稲
は
抑
住
地
主
に
諜
し
、
謀
一
向
一
時
準
た

る
倒
値
が
七
時
一
カ
千
曲
以
F
O
と
告
に
は
、
刷
用
一
山
一
訪
に
一
片
一
八
七
完
O
A
Z
E
謀
L
、
共
よ
り
課
税
標
準
倒
仙
一
画
を
加
ふ
る
叫
に
一
入
七
五

O
分
一
片
て
を
加
ふ
る
。
室
、
誌
の

2
2計
算
す
る
ぬ
め
の
公
式
は
同

H

H

+
弘
司
ヰ
。

4
H
語
審
由
商
品
。

第
二
植
は
不
在
者
所
宥
白
土
地
に
訴
す
る
o

北
課
枕
掠
準
倒
値
出
五
千
部
以
下
山
と
き
に
は
、
砥
唱
は
一
時
に
つ
き
一
月
と
す
る
。
課
枇
標
準
倒

値
が
五
千
磁
よ
り
も
太
い
と
き
は
、

一
傍
に
つ
舎
一

H
の
苧
唱
が
其
第
一
の
E
千
硯
に
識
せ
ら
れ
、
差
晴
倒
に
謝
L
、
第
一
摘
に
於
け
る
と
同
一

員
撃
を
加
ふ
る

J
5
2
2君
主

君

主

は

同

H

拍+乱
q
E・8

何

H
2
0
0事
伸
融
面
」
可
申
鳴
っ



り
タ
イ
シ
ス
ヲ
シ

V
山
地
租
に
て
不
産
地
主
を
或
駐
巴
不
川
と
し
て
時
る
G

即
ち
不
在
告
と
骨
世
止
の
外
の
も
の
に
の
み
、
一
一
一
千
時
四
一
般
蒐

荷
を
拠
へ
、
仰
共
上
に
も
、
土
地
の
所
有
者
向
北
に
よ
り
(
不
産
者
に
も
あ
ら
ず
、
骨
枇
に
も
あ
ら

f
し
て
)
農
業
、
酔
島
、
牝
午
に
川
ゐ
ら
る
A

土
地
に
、
特
に
一
千
五
百
酬
明
。
括
和

E
山
内
ふ
る
の

)
 

二
人
税
共
も
の
に
於
け
る
方
法

)
 

A
所
得
枕
に
於
げ
る
方
法

I
1所
得
税
に
於
け
る
不
在
者
説
枕
は
色
阜
の
方
法
に
て
行
は
れ
る
O

(
 )

 
い
土
地
家
屋
修
業
り
所
得
は
所
在
地
み
の
み
に

τ所
得
税
を
謀

L
、
住
所
地
方
剛
他
は
他
地
よ
ー
り
来
る
土
地

(
 

家
屋
轡
築
山
一
所
得
に
課
税

L
得
す
ご
す
る
の
方
法
|
|
此
方
法
は
我
が
地
方
枕
の
採
る
冴
で
ゐ

b
S
一λ
)
・
此
に

て
不
在
者
誠
税
が
行
は
れ

τ居
る
。
併
L
此
で
は
不
花
者
は
特
別
に
在
住
者
よ
h
も
重
量
負
抽
出
世
柏
崎
す
に
は
安
ら

ぬ
o

之
全
特
別
に
不
利
ご
す
る
の
に
は
此
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
叉
此
れ
で
は
勤
も
す
れ
ば
折
角
の
所
得
税

を
物
枕
た
ら
し
め
、
人
的
課
枕

ω貨
な
か
ら
し
む
る
こ
ど
仁
も
な
る
が
、
其
貼
は
前
段
岡
山
町
B
じ
於
工
い
ム
如
〈

に
す
れ
ば
救
は
る
、

zし
て
、
更
ら
に
物
の
所
在
地
方
制
儲
に
於
て
所
得
税
ゐ
れ
ば
良
げ
れ
ど
色
、
之
を
快
〈

場
合
に
は
、
此
主
義
hr
ら
い
ふ
正
、
不
在
所
布
者
は
、
芸
作
所
地
方
問
館
内
の
凡
ぺ
て
の
所
得
を
某
住
所
地
の
み

よ
ら
股
め
る
者
正
比
岐
し
て
過
艦
の
負
踏
台
柏
崎
す
ご
い
ふ
不
都
合
を
も
生
宇
る
ま
一
九
)
G

ぞ
れ
か
ら
此
主
義
を
貫

〈
ご
き
に
、
住
所
地
方
岡
盟
は
、
闘
の
場
合
の
如
〈
に
消
費
税
を
多
〈
有
た
自
の
で
ゐ
る
か
ら
、
期
〈
[
て
外
来

所
得
に
直
接
所
得
税
の
課
し
得
ら
れ
な
い
1

・』子

(
品
目
市
凹
焼

第
二
十
三
巷

五
九
)

五
八

端

平
杭
4
骨
組
世
論

諭

Rcscher， a. a. O. 1. S. 347・Klcinwachter，a. a. O. S. 148. Bela Fi1Jdes.， 
l'w. S. 4o，J・ :¥TiIls.Taxalion in Au引ralla.p. 126 ヨ35.
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第
二
十
三
容

(
第
四
貌

ハ
O
)

豆E
入

請

叢

不
在
者
諜
柑
論

特

に

債

務

地

方

の

立

国

明

か

ら

し

て

は

此

れ

で

も

良

い

が

、

僚

機

地

方

の

立

場

に

て

牧

入

上

不

利

正

な

る

ご

い

ふ

こ

古
が
あ
る
(
さ
一
一
)
O

芙
μ
で
此
等
の
不
利
を
成
度
ま
で
除
く
柏
崎
め
に
、
普
に
て
一
定
の
場
合
仁
所
在
地
方
図
健
の

み
の
所
得
税
税
部
に
謝
し
、
住
所
地
方
朗
飽
を
し
て
参
加
せ
し
む
る
の
途
苫
へ
閲
か
れ
た
が
(
註
ニ
ニ
マ

き
う
な
る

古

今

度

以

所

在

地

方

闘

組

が

囚

ま

る

己

い

よ

こ

ご

に

も

な

る

。

何

ご

し

て

も

故

障

を

伴

ふ

を

兎

れ

な

い

。

決
闘
心
地
主
積
回
み
て
な
〈
陸
自
地
方
所
得
枕
も
い
一
に
依
る
。
プ
ツ
カ
ン
が
、
所
得
山
一
層
人
的
な
る
形
式
、
尚
叫
醍
及
帥
畿
の
賀
行
よ

り
生
ず
る
も
の
る
如
き
は
、
佐
島
地
に
凪
す
寸
〈
、
土
地
、
株
券
、
人
的
に
管
理
せ
ぎ
る
皆
誕
の
如
き
物
。
上
の
枕
は
所
有
閑
に
て
諜
す
べ
き
も

自
の
日
い
λ
は
、
新
川
却
に
て
純
阿
付
多
A
J
之
と
明
る
が
.
雄
日
は
同
一
で
あ
る
。

(
陸
-
八
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
此
品
音
、
所
持
山
一
部

umづ
る
他
州
又
は
他
闘
に
で
所
得
砧
を
識
し
な
い
&
吉
川
、
共
用
山
時
を
年
る
住
者
た
る
筒

。

人
が
、
金
〈
州
内
に
て
所
得
を
保
「
る
隣
人
に
比
L
公
平
な
る
分
前
を
捌
は
自
と
い
ふ
ζ

と
量
生

γ
と
柱
意
す
。

(
陸
-
九
)

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
泊
費
抽
出
向
ほ
大
に
佐
川
崎
ら
る
L

中
火
拙
拙
山
一
泊
め
に
は
賠
蕗
せ
ら
る
、
‘
も
の
だ
が
、
其
地
古
副
値
の
泊
め
の
曲

m山

加
は
何
山
地
に
も
棋
〈
制
限
せ
ら
る
与
と
誼
怠
L
て
川
る
。

(
註
ニ
ロ
)

(
鮭
ニ
-
)

〉

セ
リ
グ
マ
ン
は
、
h

相
官
の
如
、
害
情
拙
州
は
此
に
、
財
政
上
討
す
べ
か
ら

T
る
解
決
を
見
山
す
と
い
ふ
川
崎

普
白
地
方
枕
訟
に
て
、
相
秘
義
務
者
の
位
則
自
非
す
る
地
方
幽
崎
は
、
此
地
方
闘
世
に
附
す
べ
き
所
犯
(
原
則
か
り
計
算
し
て
)
討
、
其

義
務
者

ω
会
所
得

ω
四
分
一
よ
り
も

9
い
と
き

ιは
、
金
所
何

ω
問
分
一
だ
け
を
自
ら

ω
課
税
(
住
所
地
方
幽
憾
の
)
山
泊
め
に
叫
求
す
る
を
停
止

し
た
叫
此
れ
で
佐
別
制
値
は
其
川
政
上
白
損
害
を
城
氏
ま
で
保
全
す
る
を
符
る
。

(
控
ニ
ニ
)

川

土

地

家

尿

管

業

の

所

得

に

つ

き

住

所

地

方

剛

健

ご

所

在

地

方

刷

髄

ピ

に

て

各

市

r
制
度
を
課
す
る
の
方
法
、

|
|
此
は
私
が
闘
際
誠
税
に
つ
き
ず
し
指
示

L
た
方
法
で
が
旬
、
日
公
正
の
見
地
か
ら

L
て

は

最

も

多

〈

奨

む

べ

き

方

捌者、租1措 IVf党、 じ普 05-7・Rohde un【tBeuck. Gemeinrleabgah町Jn

Frel日 en L S. 103-r07・Buchan，The 1川 .vrelating to the taxation of 
for~ign income. Jnfronuction. p. 37 
~e !igmanJ Studies. p. J93 
Seligman， Essays. p. ri4 
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絵
E
思
ふ
が
(
註
一
一
=
一
)
、

そ
し

τ之
に
よ
b
て
土
地
家
屋
管
業
の
所
在
地
方
圏
健
も
或
度
ま
で
不
在
者
に
岨
到
し
人
税

の
課
税
を
錫

L
得
る
こ
ご
に
は
な
る
が
、
併
し
不
在
者
を
抑
制
す
る
矯
め
に
特
別
に
重
き
負
抱
を
之
に
課
す
る
E

い
ふ
こ
ご
は
之
に
よ
b
て
は
出
来
な
い
。

(
位
二
三
)

ス
タ
ン
プ
も
、
入
が
岡
に
抑
ふ
べ
舎
枕
は
二
部
に
分
た
る
べ
き
も
山
だ
。
所
得
山
特
別
心
誠
の
特
別
の
保
誠
及
維
持
に
負
ふ
も
山
と
、

国
民
が
其
人
栴
北
住
監
を
享
受
す
る
特
地
に
白
ふ
も
り
と
て
あ
る
と
い
ふ
て
肘
り
、
セ
り
グ
マ
ン
も
、
一
般
所
得
措
に
つ
き
で
、
筒
人
出
共
所
得

を
一
の
枕
拙
脳
同
叫
に
時
て
附
け
、
他
白
崎
描
出
岐
に
て
之
を
前
山
ー
す
る
と
き
に
、
抵
は
抽
象
的
公
正
の
栂
』
封
掛
川
か
ら
、
平
等
に
ご
の
枕
匝
に
分
間

さ
る
べ
き
も
ゆ
だ
。
此
解
決
は
能
力
内
凡
解
に
於
て
、
特
拙
心
配
案
(
挫
符

ω
一
正
議
」
も
拙
弘

ω
元
議
も
同
様
に
掃
川
置
な
る
と
去
の
似
定
に
依
る
ふ
』

い
ふ
て
目
的
る
。

川
土
地
由
来
日
告
営
業
山
山
所
得
を
所
在
地
方
削
慨
に
て
必
宇
し
も
一
蹴
枕
せ
十
、
専
ら
他

ω
所
得
ご
共
に
住
所
地
方

必

剛
飽
に
て
課
す
る
の
方
法

l
l此
は
一
の
課
税
主
義
ど
し

τは
筋
は
立
つ
o

能
力
の
鬼
解
ご

L
て
犠
牲
仁
童
書
を

n
fに
於
て
は
此
れ
で
宜
し
い
(
詰
ニ
四
)
。
所
得
税
を
人
税
ご
す
れ
ば
此
が
常
然
だ
さ
も
い
へ
る
(
詰
二
一
汎
)
O

ま
た
此

れ
で
重
複
践
校
も
遊
り
る
こ
ご
は
山
家
る
o

た
い
併
L
此
れ
で
は
所
在
地
仁

τ不
存
者
の
特
別
課
税

t
い
ふ
こ

E

が
会
(
行
は
れ
な
い
。
田
川
底
地
が
債
務
地
の
場
台
に
は
此
主
義
に
よ
り
て
は
財
政
牧
入
上
特
に
困
ま
る
こ
ぜ
に
な

h
(
誌
二
六
)
、
住
所
地
が
此
主
義
を
ご
ち
て
も
所
丘
地
が
此
を
採
ら
必
ご
き
に
は
重
複
課
税
己
も
な
る
荘
一
ア
い
い
)
。
尤

も
其
に
よ

b
て
恰
か
も
不
夜
者
重
湘
叫
が
行
は
れ
る
こ
ご
に
は
な
り
得
る
o

而
か
も
反
劃
に
所
在
地
が
此
主
義
を
採

っ
て
住
所
地
が
之
を
採
ら
ぬ
ご
き
に
は
.
今
度
は
不
在
者
の
所
得
が
何
れ
の
地
方
か
ら
も
課
税
さ
れ
な
い
ご
い
ふ

議

言通

第
二
十
三
容

(
第
四
挽

不
十
作
者
説
税
論

プξ

一) 
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第
二
十
三
容

(
銘
四
挽

"-r、

デカ

λ
同

接

不
存
者
鵠
枯
論

論

や
う
な
事
も
生
す
る
o
人
は
何
世
田
か
此
主
義
の
行
は
れ
て
居
ら
白
地
方
を
求
め
て
禁
位
阪
を
選
み
、

以
て
英
利
税

を
逃
れ
や
う
正
す
る
こ
ど
仁
な
る
(
誌
ニ
λ
)
O

で
何
う
も
此
れ
も
戚
心
し
た
方
法
で
は
な
い
。
尤
も
此
原
則
の
下
に

も
所
在
地
方
凶
髄
に
或
度
ま
で
課
税
し
得
る
場
合
を
認
め
、

多
少
不
在
岩
課
税
を
行
ム
の
特
例
は
あ
る
完
ニ

e
九
)
O

セ
U
P

グ
マ
ン
は
、
一
回
世
大
な
亜
裂
が
特
拙
よ
り
も
倫
牲
に
置
か
る
与
と
き
況
は
、
拾
の
一
府
大
な
る
分
前
が
、
所
仰
を
附
く
る
枯
拙
恒

mm 

k
り
弘
、
箇
人
が

K
M
L其
所
仰
を
泊
捜
す
る
枇
拙
恒
に
踊
ず
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
。

(
健
二
回
)

ピ
リ
ン
九
4
1
は
、

-n人
は
一
刈
方
凶
惜
の
住
民
は
此
に
て
人
粧
を
耕
せ
ら
れ
、
不
訓
者
は
物
枇
を
、
泊
白
心
不
動
産
所
有
者
は
此
二

枯
を
部
せ

b
る
べ
き
こ
・
と
を
裂
求
す
と
い
山
が
、
つ
ま
り
所
持
松
山
如
告
人
税
H
H
専
ら
住
所
幽
世
田
み
に
て
視
し
ゃ
う
と
い
ふ
の
て
あ
る
ω

(
註
ニ
穴
)
ノ
イ
マ
ン
位
、
・
貧
乏
人

2
1な
地

古

里

特

に

2
2工
場
主
佐
川
し
て

5
た

の

に

、

世

帯

ま

ず

る

%

合

に

位
、
此
地
方
幽
般
に
と
り
で
は
大
な
損
失
で
あ
る
。
特
に
此
制
世
に
て
制
民
に
諒
す
る
所
制
枕
の
件
に
、
物
枕
な
き
と
き
に
然
り
ふ
』
い
ふ
。
〉却

セ
リ
グ
マ
シ
位
、
他
州
が
制
似
の
断
材
柑
を
採
る
と
い
ふ
回
停
陣
な
{
、
北
川
M
A
H
に
H
n
民
が
不
利
を
見
出
〈
る
こ
と
に
た
る
と
い

A
。

(
位
二
五
)

(
註
ニ
七
)

セ
リ
グ
マ
ン
目
、
夫
白
枕
を
挫
れ
苧
う
と
し
た
所
山
知
育
人
が
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
の
裂
の
別
引
に
法
仲
上
町
制
虞
を
移
す
こ
と
に
よ

り
て
曲
作
品
に
之
を
注

L
た
と
例
躍
し
て
肘
り
、
文
、
ロ
ツ
ツ
も
、
出
血
に
於
け
る
所
得
枕
附
加
明
白
高
い
川
崎
品
に
、
資
本
家
陥
融
の
机
耽
力
大
な

川
副

元
索
。
望
ま
し
き
栴
佐
山
由
妨
げ
ら
れ
、
利
捕
者
白
佳
住
を
起
抽
る
と
と
に
な
る
と
い

λ
て
府
る
。

(
註
ニ
丸
)
一
八
八
六
年
目
パ

1
ヂ
ン
山
地
方
所
得
税
法
が
住
所
主
義
を
採
っ
た
と
き
に
、
不
布
者
の
焔
め
凶
主
る
所
白
地

b
捌
岨
を
救
ふ
泊
め

に
、
住
所
地
刷
槌
と
料
器
地
凶
値
と
-
致
し
な
い
場
合
に
、
地

J

〈
と
も
十
両
馬
克
の
替
業
又
は
土
地
及
一
本
山
庄
内
視
耽
概
略
を
も
っ
企
諜
に
づ
き
て

は
、
組
替
地
方
剛
健
が
円
前
該
組
笹
よ
り
待
ら
る
h

企
業
省
心
所
得
巾
、
十
分
七
を
謀
枕
す
る
を
得
る
こ
と
与
せ
ら
れ
た
巴

川
佐
所
地
方
園
鶴
に
て
住
民
の
凡
べ
て
の
所
得
に
課
税

L
所
在
地
に
て
も
不
在
者
に
児
所
在
の
土
地
家
屋
倍

刊
抽

業
の
所
得
を
課
税
す
る
の
方
法
|
|
此
方
法
は
、
住
民
ご
し

τは
其
全
能
力
に
膳
じ
た
負
携
を
処
す

ω
が
蛍
然
で

(
陸
ニ
八
)

S.34・

a. O. S. 500 
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あ
h
、
，
土
地
家
屋
崎
営
業
の
持
主
芭
し

τは
芙
所
在
の
地
庁
岡
龍
に
劃
し
て
其
物
相
官
の
負
擦
を
匁
す
の
を
賞
然
ご

す
ご
い
ふ
こ
ピ
で
(
龍
三
O
)
、
説
明
も
つ
〈
し
、
特
に
不
在
者
を
特
に
不
利
Z
す
る
が
如
注
意
味
の
謀
杭
を
翁
す
ご

で
不
在
者
重
課
を
主
営
ピ
す
る
な
ら
ば
、
我
闘
で
も
地
方
税
の
原
則
正

い
ふ
の
に
は
、
此
が
最
適
賞
し
て
居
る
。

し
て
前
に
血
中
げ
た
現
行

ω主
義
を
厳
し
て
、
此
宝
義
を
採
っ
た
方
が
良
い
や
う
に
も
思
は
る
、
。
尤

ι此
方
法
に

て
重
複
課
税
と
い
ふ
仇
誹
は
兎
れ
な
い
。
が
其
は
初
め
か
ら
覚
悟
の
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但

L
叉
此
方
法

を
其
倫
行
つ
て
は
、
あ
ま

h
に
酷
で
あ
る
ご
も
い
へ
る
に
図
っ
て
、
之
が
多
少
の
救
済

r'し
て
、
所
在
地
に
て
一

部
に
け
枕
り
出
羽
知
加
を
行
ふ
ご
い
ふ
こ
ぜ
が
出
来
月
、
じ
は
な
い
(
註
三
)
O

(
位
三

O
)

一
λ
J
0
年
代
目
普
訟
を
土
廷
と
し
て
、
地
方
幽
憾
住
比
四
租
枕
義
務
は
一
時
て
あ
っ
て
、
凡
べ
て
凶
位
民

に
此
義
掛
あ
り
と
し
、
地
方
内
に
住
帰
せ
ず
し
て
此
に
不
問
庄
を
所
官
官

L
叉
は
定
措
器
業
を
骨
む
者
位
、
平
副
注
又
は
酔
h
f
k
x
は
此
年
よ
り
ル
一
ず

4
 

る
所
制
作
に
謀
せ
ら
る
λ

負
鳴
を
分
拾
す
る
自
義
務
あ
り
と

V
L
Q

グ
ロ

i
-ア
ノ
エ
ン

Y
H
.

(
住
=
ニ
)

I
住
所
地
方
自
之
に
川
叫
す
る
枕
だ
け
控
除
す
る
の
方
法

l
lと
リ
グ
マ

y
は
、
曲
川
艇
を
琵
れ
る
問
問
中
な
る
方
訟
は
、
所
持
山
儲
け
ら
る
L
州

(
叫
問
看
地
)
が
不
在
者
に
、
住
所
州
に
て
翻
せ
ら
る
べ
き
枕
だ
け
、
州
内
に
て
儲
け
ら
れ
た
る
所
作
曲
ょ
の
柚
内
相
引
な
る
持
除
を
侃
す
ζ
と
を
許

す
回
却
誌
を
作
る
乙
と
だ
と
い
ひ
、
現
日
和
肯
州
て
は
、
叫
岡
崎
U
A

不
北
者
は
一
様
に
、
州
内
に
て
仲
ム
匂
肝
待
に
鵠
柚
せ
ら
れ
、
刊
民
は
匝
ら
に
凡

べ
て
他

ω泌
よ
り
の
所
鮮
に
も
謀
枯
せ
ら
る
込
O

そ
L
て
不
十
札
者
は
姉
妹
州
に
よ
り
て
組
宵
州
の
使
民
に
訊
組
課
柑
を
兎

f
る
ζ

ξ

L

な
る
べ
き

相
互
主
義
的
位
酷
に
よ
り
て
重
複
謀
殺
を
逃
れ
る
こ
と
誌
な
る
と
い
ム
て
舟
る
。

作
所
布
地
に
て
所
柑
如
乞
成
度
ま
て
減
翻
し
て
謀
枕
す
る
方
払
1

1
ア
ツ
カ

1
マ
ン
に
上
る
と
、
ザ
ク
セ
シ
白
地
方
所
得
穏
に
て
、
他
地
の
不
動

比
に
つ
き
ニ
の
方
法
が
あ
る
。

(
か
阿
蹴

都
二
十
三
魯

J 、

) 

接

E
λ
E
 

諭

不
引
供
者
割
世
論
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(
品
四
披

第
二
十
三
告

八
四
)

五
八
六

議

平
花
省
課
税
論

論

産
及
辞
業
よ
リ
の
所
得

ι
っ
き
・
同
内
田
ゴ
え
は
般
多

ω
他

ω
地
H
闘
暗
に
て
地
方
柑
義
務
を
負
ム
・
と
き
に
は
、
山
由
他
目
地
方
幽
値
(
所
在
地
)
に

て
相
叫
に
減
断
せ
ら
る
L
O

併

L
串
額
を
超
へ
ず
。
之
に
よ
り
て
或
皮
ま
て
は
重
視
課
税
が
存
ナ
と
い
ふ
て
削
る
叫

同
戸
数
制
に
於
け
る
方
法

!
l所
得
税
で
は
方
法
如
何
に
よ
b
て
は
決
自
身
で
或
度
ま
で
不
在
単
調
課
税
が
行
は

れ
る
。
虚
が
戸
数
割
は
砕
し
〈
人
枕
ご
い
ひ
乍
ら
も
、
戸
、
世
帯
、
生
計
を
標
準
ご
す
る
の
税
.
に
か
ら
、
住
所
地
で
は

鵡
税
し
得
る
が
、
土
地
・
米
原
肱
官
業
り
所
在
地
に
て
不
在
者
に
課
税
の
し
ゃ
う
が
な
い
古
い
ふ
こ
ご
に
な
る
。
立
百
も

枕
の
性
質
上
巳
む
を
得
心
-
』
ご
で
は
ゐ
る
が
.
其
れ
で
は
所
在
地
方
同
組
に
不
在
者
の
多
い
場
合
に
は
、
北
(
の
後

に
残
っ
た
貧
乏
人
だ
け
で
は
、
財
政
が
立
ち
行
か
ぬ
こ
ど
に
な
る
o

そ
し
て
此
不
在
者
じ
は
特
に
之
を
不
利
に
謀

税
し
て
も
良
い
に
け
の
現
由
も
あ
る
の

rか
ら
、
戸
被
制
民
施
の
地
方
に

τは
、
此
不
在
者
に
劃
L
て
特
別
税

を
、
戸
数
割
に
準
じ

τ課
す
る
ニ
己
、
し
な
〈
て
は
な
ら
な
い
。
貨
に
今
度
の
和
税
改
正
で
、
市
町
村
は
原
則
ご

し
て
所
得
枕
附
加
稔
を
止
時
て
、
戸
数
割
の
み
に
て
共
の
人
税
を
構
成
す
る
こ
ご
、
な
う
た
が
、
之
に
よ
り
て
市

町
村
の
人
税
が
、
国
税
所
得
税
に
て
は
手

ω附
け
雄
一
手
蕗
に
ま
で
も
注
意
を
抑
っ
て
、
各
人
の
飽
力
に
遁
切
な
る

課
税
の
出
来
る
ニ
正
に
な
っ
た
ご
い
ふ
利
盆
は
得
ら
れ
た
が
、
上
記
の
如
〈
に
し
て
不
在
者
政
枕
の
趣
旨
が
等
閑

仁
附
せ
ら
れ
た
ご
い
ふ
大
な
跳
陥
を
有
つ
-
』
ご
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。

最古

可、

l川冊
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川
t

以
必
要
之
、
不
在
者
説
税
の
問
題
は
従
来
、
比
蚊
的
関
却
3
h
H

た
所
で
あ
h
・

そ
し
て
特
に
我
邦
で
は
特
に
最

近
の
稔
制
改
革
で
も
、
長
戸
数
制
に
於
て
此
会
等
閑
に

L
た
縛
め
に
、
不
狂
者
の
多
き
地
方
に
て
は
非
常
な
る
財

政
困
難
を
臼
昂
る
-

正
、
も
な
っ
た
o

之
を
救
降
す
る

ωが
必
要
な
の
み
で
な
，
¥
抑
て
不
在
者
を
抑
制
す
る
を
宝

宮
正
す
る
諸
り
理
由
も
め
る
り

rか
ら
、
戸
数
割
に
附
帯
し
て
之
が
特
別
謀
枕
の
途
を
議
干
る
の
が
必
要
で
あ

る
C

勿
論
之
が
特
別
総
松
反
釣
り
考
も
あ
る
が
、
共
以
前
者
に
比
[
て
は
重
き
を
成
す
に
足
ら
な
い
。
叉
之
が
諜

枕
方
以
」

L
て
は
物
税
心
所
得
松
や
に
依
る
の
方
法
も
ゐ
っ
て
禽
考
す
べ
き
も
の
を
持
つ
が
、
遺
骨
同
り
で
は
我
邦

で
は
戸
数
削
に
附
櫛
i

て
考
厳
す
る
叫
が
H

暗
切
要
で
ゐ
0
・
共
以
上
に
も
色
々
の
方
法
を
重
ね
る
り
は
、
北
(
は
却

つ
1
過
ぜ
た
る
り
長
引
叫
で
心
る
ご
犯
は
出
ふ
。

論

1詰

不
正
省
課
舵
溜

弟
二

f
ニ一世

(
弘
同
挽

抗

λ
七


